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９月25日、浦和市議会、大宮市議会、与野市議会のそれぞれ

の市議会において、３市合併に関する次の４つの議案が賛成多数

で議決されました。

①平成13年５月１日から３市を廃し、その区域をもって「さい

たま市」を設置することを埼玉県知事に申請する。

②３市の財産は、すべて「さいたま市」に帰属させる。

③３市の議会の議員は、合併後２年間引き続き「さいたま市」の

議会の議員として在任する。

④３市の農業委員会の選挙による委員は、合併後１年間引き続き

「さいたま市」の農業委員会の選挙による委員として在任する。

「３市議会において
廃置分合に関する４議案を議決」

見沼グリーンプロジェクト

の推進

緑のネットワーク整備事業

の推進

フラワーロード整備事業の

推進

氷川緑道の整備

サクラソウの保全及び国際

サクラソウ研究センターの

整備

クマガイソウの里緑地保全

地区の整備

環境情報センターの整備

ビオト－プ創造事業の推進

1,057

1,712

86

1,222

22

3

4

29

4,135

見沼田圃を良好な自然環境の保全や創造のシンボルとして位置付け、農業生

産の場として維持するとともに、市民が自然と触れ合う場の創造を図るため、

見沼田圃の土地利用構想の検討及び斜面林の買取りや公園等のプロジェクト

対象事業の検討・整備を行います。

旧市域との間をつなぐ河川敷や街路に沿って植樹を行い、水と一体となった

みどりのネットワークを創り出し、もって新市の地理的一体感、旧市域市民

間の交流促進を図ります。

2002年ワールドカップサッカー大会の会場となる埼玉スタジアム2002周囲の

アクセス道路等をはじめ、人々に潤いを与えることのできる花と緑を配置し

たフラワーロードを整備します。

都心に残された貴重な緑の軸を保存し、大宮駅東口周辺とさいたま新都心を

結ぶ都市の軸として、新市のシンボルにふさわしい形で整備を図ります。

特別天然記念物田島ヶ原サクラソウ自生地の保全と、園芸用サクラソウの普

及を図るため、サクラソウに関するあらゆる研究、情報の収集を行うための

センターの整備を検討するとともに、大宮市で特別天然記念物であった「錦

乃原桜草」を当時のように復活させ、かつ市民の憩いの場となる公園づくり

を進めます。

クマガイソウの自生地をボランティアや地元関係者等で保全し、併せて増殖

の研究を行います。

環境に関する学習情報センターと試験研究施設を一体にした環境総合施設の

整備について検討を進めます。

自然直接体験を通じて、自然を守る大切さを実感させるとともに自然を総合

的に見る目や判断力を育むことを目的として、小中学校などにビオトープの

整備を進めます。

事業費 事業内容

総 合 計 378,895

第12節　良好な自然環境の保全と創造

《新市の施策》

計

事業名

10月10日、3市長から埼玉県知事へ廃置分合の申
請が行われました。
これにより、今後は、県議会の議決、知事決定、
自治大臣の官報への告示の後、平成13年５月１日
に「さいたま市」が誕生することとなります。

浦和市・大宮市・与野市合併協議会ホームページアドレス　http://www.3shigappei.com

「埼玉県知事へ廃置分合申請書を提出」

①

②
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浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市
合
併
協
定
調
印
式
を
開
催

浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市
合
併
協
定
調
印
式

が
か
く
も
厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
こ
と
に

対
し
ま
し
て
心
か
ら
お
喜
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
、
か
ね
が
ね
、「
こ
れ
か
ら
の
主
役
は

市
町
村
で
あ
り
、
市
町
村
が
豊
か
に
な
ら
な
け

れ
ば
国
も
県
も
栄
え
な
い
。」
と
申
し
上
げ
て

ま
い
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
市
民
生
活

の
さ
ら
な
る
向
上
を
目
指
し
３
市
が
合
併
さ
れ

ま
す
こ
と
は
、
ま
さ
に
時
宜
に
か
な
っ
た
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。
地
方
分
権
の
推
進
に
率
先
し

て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
私
に
と
り
ま
し

て
、
21
世
紀
へ
向
け
て
大
い
に
飛
躍
が
期
待
さ

れ
る
１
０
０
万
都
市
が
本
県
に
も
誕
生
し
ま
す

こ
と
は
大
変
心
強
い
限
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
の
調
印
式
に
至
る
ま
で
に
は
、
い
ろ
い

ろ
ご
苦
労
も
あ
っ
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
が
、

今
後
は
、
３
市
が
心
を
一
つ
に
し
て
新
市
の
建

設
に
邁
進
す
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
埼
玉
の

都
づ
く
り
、
関
東
の
都
づ
く
り
を
進
め
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
と
い
た
し
ま
し
て

も
、
新
市
の
建
設
が
円
滑
に
進
め
ら
れ
ま
す
よ

う
、
で
き
る
限
り
の
支
援
を
行
っ
て
ま
い
る
所

存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

来
年
５
月
１
日
に
誕
生
い
た
し
ま
す
新
市
の

ご
発
展
を
心
か
ら
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、

私
の
お
祝
い
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

去
る
９
月
５
日
の
第
６
回
合
併
協
議
会
終
了
後
、
３
市
の
市
議
会
議
員
や
市
民
を
前
に
３

市
に
よ
る
合
併
協
定
調
印
式
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

調
印
式
で
は
、
は
じ
め
に
、
浦
和
市
助
役
か
ら
「
合
併
協
議
の
経
過
」
が
、
そ
し
て
、
大

宮
市
助
役
か
ら
「
合
併
協
定
書
の
説
明
」
が
行
な
わ
れ
、
次
い
で
、
浦
和
市
長
、
大
宮
市
長
、

与
野
市
長
に
よ
る
合
併
協
定
の
調
印
や
、
立
会
人
と
し
て
土
屋
埼
玉
県
知
事
や
石
原
合
併
協

議
会
会
長
、
３
市
議
会
議
長
・
議
員
ら
に
よ
る
署
名
・
押
印
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
土
屋
埼
玉
県
知
事
か
ら
合
併
協
定
調
印
を
祝
う
祝
辞
が
、
そ
し
て
、
３
市
長
、
合

併
協
議
会
会
長
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
合
併
協
議
を
振
り
返
っ
て
の
あ
い
さ
つ
が
行
な
わ
れ
、

最
後
に
、
与
野
市
助
役
の
閉
会
の
言
葉
に
よ
り
調
印
式
を
終
了
し
ま
し
た
。

私
は
、
昭
和
63
年
、
当
時
の
竹
下
内
閣
の
時

に
中
央
省
庁
の
機
関
を
地
方
に
移
転
す
る
と
い

う
作
業
を
担
当
い
た
し
ま
し
た
。
10
省
庁
17
機

関
、
現
在
で
は
18
機
関
で
す
が
、
こ
の
ブ
ロ
ッ

ク
機
関
を
す
べ
て
大
宮
操
車
場
跡
地
に
移
転
す

る
と
い
う
決
定
を
し
た
時
か
ら
、
こ
の
地
域
が

是
非
と
も
一
体
と
な
り
立
派
な
ま
ち
に
な
っ
て

欲
し
い
と
い
う
願
い
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
が
、
今
日
の
合
併
調
印
式
に
よ
り
、
よ
う
や

く
現
実
の
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
実
感
を
持
ち

本
当
に
感
無
量
の
思
い
で
す
。

平
成
９
年
11
月
20
日
、
３
市
の
市
長
さ
ん
、

議
長
さ
ん
に
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
時
に
、
皆

さ
ん
か
ら
新
た
な
１
０
０
万
都
市
の
建
設
に
向

け
た
固
い
決
意
を
拝
聴
し
、
私
は
任
意
の
合
併

協
議
会
の
会
長
を
引
き
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
と
こ
ろ
で
す
。

合
併
協
議
に
入
り
ま
し
て
か
ら
は
、
今
日
ま

で
必
ず
し
も
審
議
が
一
直
線
で
来
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
も
環
境
も
違
う

３
つ
の
市
が
一
緒
に
な
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す

か
ら
、
そ
の
過
程
で
多
く
の
議
論
が
出
て
く
る

こ
と
は
当
然
で
あ
り
ま
す
。
個
別
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
３
市
の
市
長
さ
ん
、
市
議
会
議
員
さ

ん
、
い
ろ
い
ろ
ご
意
見
は
ご
ざ
い
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
地
域
に
埼
玉
県
の
み
な
ら

ず
関
東
の
中
心
と
な
る
理
想
の
都
市
を
つ
く
ろ

う
と
い
う
、
そ
う
い
う
目
標
を
皆
さ
ん
が
心
の

底
に
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
多
少
の
紆

余
曲
折
は
あ
り
ま
し
ょ
う
と
も
、
最
終
的
に
は

合
併
合
意
に
達
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
信
じ

て
お
り
ま
し
た
。

３
市
合
併
に
よ
る
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
に
つ

き
ま
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
、
な
お
多
く
の
課
題

が
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

れ
ま
で
に
示
さ
れ
た
皆
様
方
の
大
変
な
ご
努

力
、
ご
熱
意
、
そ
し
て
協
力
の
姿
勢
が
あ
れ
ば
、

こ
れ
か
ら
の
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
は
必
ず
所
期

の
目
的
の
と
お
り
達
成
で
き
る
も
の
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
ご

尽
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ

ま
す
。

土屋埼玉県知事

石原合併協議会会長
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相川浦和市長 新藤大宮市長 井原与野市長

このたびの合併は、平成６年５月の

政令指定都市問題等３市議員連絡協議

会の設置に端を発した合併協議が行わ

れて以来、実に約６年４カ月もの歳月

を経て、ここに合併の調印という歴史

的な瞬間を迎えたわけで、たいへん感

慨深いものがございます。

この間、幾多の課題もありましたが、

互いに信頼と互譲の精神を持ちつつ、

さらには２１世紀を見据えた大乗的立

場に立って多くの問題を乗り越えてま

いりました。

現在、地方分権が叫ばれ、自治体の

自主性、自立性が求められる中、３市

が合併し、政令指定都市を目指し、全

国に誇れる新たな都市を創造していく

ことは、まさに時代の要請であり、新

たに生まれる「さいたま市」が関東の

中枢都市として、また文字どおり、埼

玉県の県都として大いに発展すること

が期待をされているわけであります。

本日、合併協定書の調印が完了しま

したことに対しまして、土屋知事さん、

石原会長さん、そして県関係者の皆様、

市議会議員の皆様に御礼を申し上げま

すとともに、新市誕生まで幾つかの課

題があろうかと思いますが、引き続き

皆様のご支援、ご協力をお願い申し上

げます。

本日、無事に合併調印式を終了させ

ていただきましたことに対しまして、

まずもって御礼を申し上げます。

この度の合併は、和をもって貴しと

なすという心の中で、２１世紀の関東

の都づくり、さらには自立都市の構築

に向けて、お互いに互譲の中で本日の

調印式を迎えたところであり、誠に感

無量なものがあるわけでございます。

これもひとえに任意の合併協議会、法

定の合併協議会の中で熱心なご協議を

賜った委員の皆様方に加えまして、特

段なるご配慮とご指導を賜りました議

員の皆様方、そして土屋知事さんをは

じめ、石原会長さん、関係の方々と多

くの市民の方々のご支援とご指導の賜

物と思っているわけでございます。

今日を契機といたしまして、３市の

合併問題も、今後３市議会の中でご議

決を賜り、さらには県への合併申請、

県議会でのご議決など、次へのステッ

プとして移るわけでございます。皆様

方におかれましては、今後ともさらな

るご指導とご鞭撻を伏して賜りますよ

うお願い申し上げ御礼のご挨拶といた

します。

今日、合併調印式を迎え誠に感無量

でございます。

これも、ひとえに土屋知事さん、そ

して会長にご就任いただきました石原

さんのおかげであります。特に、石原

会長さんには、大変ご迷惑をおかけし

たところであり、けんけんがくがくの

論議もございました。しかし、ようや

く今日、調印式を迎えられたというこ

とは、３市の議会議員さん方の良識を

もって今日に至り、そしてまた職員の

皆さんの努力によって今日を迎えられ

たものと思っております。

私にとりましては、亡くなられた阪

議員さん、そして岡田議員さんにご報

告を申し上げたいと思います。またさ

らには、６０年前に、私の父親が一生

懸命この「さいたま市」をつくろうと

努力をした、その事柄に対しても、私

は墓石に報告申し上げたいと思ってお

ります。

今日の日ができたということは、私

にとっては本当にありがたく、そして

さらに、今後とも３市の市民の方々が

この地に住んで良かったと言われるよ

うな、立派な都市を築き上げていくよ

うに努力していきたいと思っておりま

す。

協定書を手に握手する３市長

３市長、知事、協議会会長による調印

3
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１
合
併
の
方
式

浦
和
市
、
大
宮
市
及
び
与
野
市
を
廃

し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い
市
を

設
置
す
る
合
体
合
併
と
す
る
。

２
合
併
の
期
日

合
併
の
期
日
は
、
平
成
13
年
５
月
１

日
と
す
る
。

３
新
市
の
名
称

新
市
の
名
称
は
、
さ
い
た
ま
市
と
す

る
。

４
新
市
の
事
務
所
の
位
置

（
１
）新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
当
分

の
間
、
現
在
の
浦
和
市
役
所
の
位
置

と
す
る
。

ま
た
、
大
宮
市
及
び
与
野
市
の
庁

舎
に
つ
い
て
は
、
現
庁
舎
の
活
用
方

法
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
す

る
。

（
２
）将
来
の
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に

つ
い
て
は
、
さ
い
た
ま
新
都
心
周

辺
地
域
が
望
ま
し
い
と
の
意
見
を

踏
ま
え
、
新
市
成
立
後
、
新
市
は
、

交
通
の
事
情
、
他
の
官
公
署
と
の
関

係
な
ど
、
市
民
の
利
便
性
を
考
慮
し
、

将
来
の
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ

い
て
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）将
来
の
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に

つ
い
て
は
、
市
民
参
加
に
よ
る
審
議

会
の
設
置
な
ど
、
そ
の
協
議
方
法
を

含
め
、
新
市
成
立
後
、
速
や
か
に
検

討
を
開
始
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
併
せ
て
、
新
市
成
立
後
、

速
や
か
に
庁
舎
建
設
基
金
を
創
設
す

る
も
の
と
す
る
。

５
財
産
の
取
扱
い

３
市
の
所
有
す
る
財
産
は
、
す
べ
て

新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

６
市
議
会
議
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い

３
市
の
市
議
会
議
員
は
、
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
40

年
法
律
第
６
号
）
第
７
条
第
１
項
第
１

号
の
規
定
を
適
用
し
、
合
併
後
２
年
間

引
き
続
き
新
市
の
議
会
の
議
員
と
し
て

在
任
す
る
。

７
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数

及
び
任
期
の
取
扱
い

３
市
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る

委
員
で
あ
っ
た
者
は
、
市
町
村
の
合
併

の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
１
項

第
１
号
の
規
定
を
適
用
し
、
合
併
後
１

年
間
引
き
続
き
新
市
の
農
業
委
員
会
の

選
挙
に
よ
る
委
員
と
し
て
在
任
す
る
。

８
地
方
税
の
取
扱
い

（
１
）個
人
市
民
税
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
地
方
税
法
（
昭
和
25
年

法
律
第
２
２
６
号
）
の
規
定
に
よ
り

個
人
市
民
税
均
等
割
は
、
平
成
14
年

度
以
降
年
額
３,
０
０
０
円
と
な
る
。

（
２
）法
人
市
民
税
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

（
３
）固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
平
成
14
年
度
以
降
の
納

期
に
つ
い
て
は
、
５
・
７
・
12
・
２

月
で
調
整
を
図
る
。

（
４
）軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

（
５
）市
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

（
６
）
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

（
７
）事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
与
野
市
域
は
地
方
税
法

の
規
定
に
基
づ
き
、
合
併
の
日
の
翌

日
か
ら
６
月
を
経
過
す
る
月
以
降
課

税
区
域
と
な
る
。

（
８
）都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
納
期
に
つ
い
て
は
、
固

定
資
産
税
と
同
様
と
す
る
。

（
９
）減
免
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

税
目
に
つ
い
て
統
一
的
な
処
理
基
準

を
作
成
す
る
。

９
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の

取
扱
い

（
１
）一
般
職
の
職
員
は
、す
べ
て
新
市
の

職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
２
）任
免
及
び
勤
務
条
件
に
つ
い
て
は
、

人
事
管
理
や
職
員
の
処
遇
の
適
正
化

の
観
点
か
ら
調
整
し
統
一
を
図
る
。

特
に
、
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
の

処
遇
及
び
給
与
の
適
正
化
の
観
点
か

ら
調
整
し
統
一
を
図
る
。

10
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い

３
市
の
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
３
市
の
長
が
別
に
協
議
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

11
条
例
・
規
則
の
取
扱
い

条
例
・
規
則
に
つ
い
て
は
、
各
協
議

項
目
の
調
整
方
針
に
基
づ
き
統
一
を
図

り
、
新
市
に
お
け
る
事
務
事
業
に
支
障

を
き
た
さ
ぬ
よ
う
、
整
備
す
る
も
の
と

す
る
。

12
組
織
・
機
構
の
取
扱
い

新
市
の
行
政
組
織
・
機
構
は
、
以
下
の

事
項
を
基
本
と
し
て
、
合
併
６
か
月
前

ま
で
に
調
整
す
る
。
な
お
、
職
員
定
数

に
つ
い
て
は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）市
民
が
利
用
し
や
す
く
、
わ
か
り

や
す
い
組
織
・
機
構

（
２
）簡
素
で
効
率
的
な
組
織
・
機
構

（
３
）新
市
建
設
計
画
を
円
滑
に
遂
行
で

き
る
組
織
・
機
構

（
４
）指
揮
命
令
系
統
が
明
確
な
組
織
・

機
構

（
５
）地
方
分
権
へ
柔
軟
に
対
応
で
き
る

組
織
・
機
構

4

浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市

合
併
協
定
書
〈
全
文
〉

浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市

合
併
協
定
書
〈
全
文
〉
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（
６
）新
た
な
行
政
課
題
を
見
据
え
た
組

織
・
機
構

13
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い

（
１
）一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い

埼
玉
県
浦
和
競
馬
組
合
、
埼
玉
県

都
市
競
艇
組
合
及
び
彩
の
国
さ
い
た

ま
人
づ
く
り
広
域
連
合
は
、
新
市
に

お
い
て
現
行
ど
お
り
加
入
す
る
。

埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
は
合
併
の

前
日
を
も
っ
て
解
散
し
、
事
業
に
つ

い
て
は
新
市
に
お
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。

埼
玉
県
市
町
村
消
防
災
害
補
償
組

合
は
、
新
市
に
お
い
て
加
入
し
な

い
。

（
２
）公
社
・
事
業
団
等
の
取
扱
い

３
市
に
設
置
さ
れ
て
い
る
公
社
・

事
業
団
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

ア
　
３
市
の
土
地
開
発
公
社
、
社
会

福
祉
法
人
社
会
福
祉
協
議
会
、
社

団
法
人
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

は
、
そ
れ
ぞ
れ
合
併
時
に
再
編
す

る
。

イ
　
浦
和
市
と
大
宮
市
の
社
会
福
祉

法
人
社
会
福
祉
事
業
団
、
財
団
法

人
土
地
区
画
整
理
協
会
は
、
そ
れ

ぞ
れ
合
併
時
に
再
編
す
る
。

ウ
　
財
団
法
人
浦
和
市
公
園
緑
地
協

会
、
財
団
法
人
大
宮
市
都
市
整
備

公
社
は
、
そ
れ
ぞ
れ
合
併
時
に
再

編
す
る
。

エ
　
財
団
法
人
浦
和
市
文
化
振
興
事

業
団
と
財
団
法
人
大
宮
市
公
立
施

設
管
理
公
社
、
財
団
法
人
与
野
市

ふ
る
さ
と
振
興
機
構
は
、
合
併
後

速
や
か
に
再
編
す
る
。

オ
　
浦
和
市
、
大
宮
市
の
財
団
法
人

学
校
給
食
協
会
と
与
野
市
学
校
給

食
会
は
、
合
併
後
速
や
か
に
再
編

す
る
。

カ

３
市
の
観
光
協
会
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
速
や
か
に
再
編
す
る
よ
う

調
整
す
る
。

キ
　
そ
の
他
の
公
社
・
事
業
団
等
に

つ
い
て
は
、
合
併
後
も
現
行
の
と

お
り
と
す
る
。

（
３
）
第
三
セ
ク
タ
ー
の
取
扱
い

第
三
セ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
と
す
る
。

（
４
）
そ
の
他
協
議
会
等
の
取
扱
い

そ
の
他
協
議
会
等
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
、
新
市
に
お
い
て
再
び
加

入
す
る
（
現
行
の
と
お
り
と
す
る
）。

た
だ
し
、
同
種
の
協
議
会
等
で
国

又
は
県
の
管
轄
地
域
の
違
い
に
関
係

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
管
轄
の
見

直
し
後
速
や
か
に
調
整
す
る
。

14
使
用
料
・
手
数
料
の
取
扱
い

（
１
）使
用
料
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
同
一
又
は
類
似
す
る
施

設
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
可
能
な
限

り
統
一
す
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て

緩
和
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）手
数
料
に
つ
い
て
は
、
３
市
に
お

け
る
こ
れ
ま
で
の
料
金
改
定
の
経
緯

や
受
益
者
負
担
の
原
則
を
基
本
に
、

サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
適
正
な
負
担
額

を
決
定
し
、
合
併
時
に
統
一
す
る
も

の
と
す
る
。

15
公
共
的
団
体
の
取
扱
い

共
通
の
目
的
を
持
ち
、
３
市
合
併
に

よ
り
一
体
性
が
必
要
と
さ
れ
る
公
共
的

団
体
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
事
情
が
あ

る
場
合
を
除
き
、
各
団
体
の
実
情
を
尊

重
し
な
が
ら
、
統
合
又
は
再
編
す
る
よ

う
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
他
の
公
共
的
団
体
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
（
新
市
に

お
い
て
再
び
加
入
す
る
）。

16
補
助
金
・
交
付
金
等
の
取

扱
い

補
助
金
・
交
付
金
等
に
つ
い
て
は
、

従
来
か
ら
の
経
緯
、
実
情
等
に
配
慮
し
、

調
整
す
る
も
の
と
す
る
が
、
具
体
的
に

は
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。

な
お
、
補
助
金
に
つ
い
て
は
以
下
の

と
お
り
と
す
る
。

（
１
）３
市
で
同
一
あ
る
い
は
同
種
の
補

助
金
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け

早
い
機
会
に
関
係
団
体
等
の
理
解
と

協
力
を
得
て
、
統
一
の
方
向
で
調
整

す
る
。

（
２
）各
市
独
自
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

従
来
の
実
績
を
尊
重
し
、
市
域
全

体
の
均
衡
を
保
つ
よ
う
に
調
整
す
る
。

（
３
）整
理
統
合
で
き
る
補
助
金
に
つ
い

て
は
、
統
合
す
る
よ
う
調
整
す
る
。

17
町
・
字
名
の
取
扱
い

町
・
字
名
は
原
則
と
し
て
現
行
の
と

お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
同
一
の
町
・
字
名
に
つ
い

て
は
地
域
住
民
の
意
向
を
尊
重
し
、
調

整
す
る
も
の
と
す
る
。

18
慣
行
の
取
扱
い

（
１
）市
章
・
市
の
木
・
市
の
花
等
の
象

徴
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お

い
て
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
の
お
ど
り
に
つ
い
て

は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

（
２
）市
民
憲
章
及
び
各
都
市
宣
言
に
つ

い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。

（
３
）都
市
間
交
流
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
継
続
す
る
。

（
４
）名
誉
市
民
、
市
民
栄
誉
賞
、
文
化

賞
及
び
市
政
功
労
賞
に
つ
い
て
は
新

市
に
お
い
て
継
続
す
る
。

19
国
民
健
康
保
険
事
業
の
取

扱
い

国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ
い
て
は
、

被
保
険
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
均
一

化
や
負
担
の
公
平
に
留
意
し
、
速
や
か

に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。

20
消
防
業
務
の
取
扱
い

（
１
）消
防
団
の
取
扱
い

消
防
団
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
現

行
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
団
員
の
任
免
・
報
酬
・

手
当
及
び
消
防
団
運
営
費
交
付
金
に

つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。

（
２
）常
備
消
防
の
取
扱
い

消
防
業
務
に
つ
い
て
は
、
業
務
の

一
体
性
を
速
や
か
に
確
立
す
る
た

め
、
合
併
ま
で
に
出
動
計
画
等
の
統

一
を
図
る
。

た
だ
し
、
警
防
指
令
業
務
は
、
ホ

ッ
ト
ラ
イ
ン
で
対
応
す
る
こ
と
と

し
、
合
併
後
速
や
か
に
、
新
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
る
。
ま
た
、
救
急
高
度

化
推
進
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
後

速
や
か
に
、
新
た
な
計
画
を
策
定
す

る
。
な
お
、
消
防
計
画
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
速
や
か
に
策
定
す
る
。

21
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

（
１
）情
報
公
開
事
業
の
取
扱
い

情
報
公
開
事
業
に
つ
い
て
は
、
合

併
ま
で
に
課
題
等
を
整
理
し
新
市
に

お
い
て
制
度
化
す
る
も
の
と
す
る
。

市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
つ
い
て

は
新
市
に
お
い
て
引
き
続
き
行
う
。

（
２
）女
性
政
策
事
業
の
取
扱
い

女
性
政
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
男

女
共
同
参
画
社
会
を
目
指
す
行
動
計

画
を
再
編
し
、
事
業
推
進
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

女
性
セ
ン
タ
ー
に
か
か
る
事
業
に

つ
い
て
は
、
埼
玉
県
女
性
セ
ン
タ
ー

（
仮
称
）
計
画
と
の
調
整
を
図
り
進

め
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）広
報
広
聴
事
業
の
取
扱
い

広
報
広
聴
事
業
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
　
広
報
紙
等
の
広
報
事
業
に
つ
い

5
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て
は
、
合
併
時
に
統
合
し
、
引
き

続
き
情
報
の
提
供
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

イ
　
市
民
提
案
制
度
等
の
広
聴
事
業

に
つ
い
て
は
、
合
併
後
速
や
か
に

充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
４
）防
災
事
業
の
取
扱
い

防
災
事
業
に
つ
い
て
は
、
災
害
時

の
対
応
に
支
障
を
き
た
さ
ぬ
よ
う
合

併
ま
で
に
基
本
的
な
方
針
を
確
立
す

る
。
ま
た
、
合
併
後
速
や
か
に
事
業

の
根
幹
と
な
る
地
域
防
災
計
画
を
策

定
す
る
。

（
５
）市
民
窓
口
業
務
の
取
扱
い

市
民
窓
口
業
務
に
つ
い
て
は
、
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
観
点
に
統
合

又
は
再
編
す
る
も
の
と
す
る
。

既
設
の
支
所
・
出
張
所
の
配
置
等

に
つ
い
て
は
現
行
の
と
お
り
と
す

る
。

（
６
）文
化
振
興
事
業
の
取
扱
い

文
化
振
興
事
業
に
つ
い
て
、
同
一

又
は
類
似
す
る
事
業
は
統
合
・
再
編

す
る
も
の
と
す
る
。

地
域
の
特
色
あ
る
文
化
事
業
に
つ

い
て
は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

（
７
）コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
取
扱
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
に
つ
い
て
は
、

市
民
活
動
の
高
揚
に
資
す
る
た
め
新

市
に
お
い
て
引
き
続
き
推
進
す
る
も

の
と
す
る
。

（
８
）ご
み
処
理
事
業
の
取
扱
い

ご
み
処
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
ご

み
の
減
量
化
・
資
源
化
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下

を
生
じ
な
い
よ
う
再
編
す
る
も
の
と

す
る
。

（
９
）環
境
対
策
事
業
の
取
扱
い

環
境
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
生
じ
な
い
よ

う
再
編
す
る
も
の
と
す
る
。

公
害
監
視
業
務
に
つ
い
て
は
、
新

市
に
お
い
て
引
き
続
き
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

（
10
）交
通
対
策
事
業
の
取
扱
い

交
通
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
市

民
生
活
の
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
引

き
続
き
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

放
置
自
動
車
対
策
等
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
速
や
か
に
統
一
を
図
る
。

（
11
）社
会
福
祉
事
業
の
取
扱
い

社
会
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
地

域
に
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
統
合
又

は
再
編
し
、
充
実
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

（
12
）障
害
者
福
祉
事
業
の
取
扱
い

障
害
者
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、

国
等
の
制
度
に
基
づ
い
て
実
施
し
て

い
る
事
業
は
引
き
続
き
推
進
す
る
も

の
と
す
る
。

障
害
者
の
社
会
参
加
に
か
か
る
事

業
等
は
統
合
又
は
再
編
し
充
実
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

（
13
）高
齢
者
福
祉
事
業
の
取
扱
い

高
齢
者
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、

国
等
の
制
度
に
基
づ
い
て
実
施
し
て

い
る
事
業
は
引
き
続
き
推
進
す
る
も

の
と
す
る
。

老
人
保
健
福
祉
計
画
を
新
た
に
再

編
し
、
保
健
福
祉
制
度
の
充
実
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

（
14
）児
童
福
祉
事
業
の
取
扱
い

児
童
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
国

等
の
制
度
に
基
づ
い
て
実
施
し
て
い

る
事
業
は
引
き
続
き
推
進
す
る
も
の

と
す
る
。

子
育
て
支
援
事
業
等
に
つ
い
て
は
、

統
合
又
は
再
編
し
充
実
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

（
15
）保
健
・
医
療
事
業
の
取
扱
い

公
立
病
院
等
の
診
療
体
制
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き

継
ぐ
も
の
と
す
る
。

成
人
・
母
子
保
健
事
業
、
予
防
対

策
事
業
及
び
休
日
急
患
診
療
事
業
に

つ
い
て
は
、
実
施
内
容
・
方
法
等
に

つ
い
て
医
師
会
等
と
の
調
整
が
必
要

な
こ
と
か
ら
合
併
後
速
や
か
に
再
編

す
る
。

（
16
）介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い

介
護
保
険
事
業
に
つ
い
て
は
、
合

併
ま
で
に
一
体
性
の
確
保
に
努
め
、

市
民
福
祉
の
向
上
を
図
る
も
の
と
す

る
。

（
17
）保
健
所
開
設
事
業
の
取
扱
い

保
健
所
開
設
事
業
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
速
や
か
に
保
健
所
を

開
設
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
視
野

に
入
れ
た
保
健
施
設
整
備
計
画
を
策

定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
18
）農
業
振
興
事
業
の
取
扱
い

農
業
振
興
事
業
に
つ
い
て
は
、
同

一
又
は
類
似
す
る
事
業
を
統
合
又
は

再
編
す
る
も
の
と
す
る
。

基
盤
整
備
事
業
及
び
農
業
団
体
の

育
成
事
業
に
つ
い
て
は
継
続
す
る
も

の
と
す
る
。

（
19
）商
工
・
観
光
事
業
の
取
扱
い

商
工
・
観
光
事
業
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
事
業
の
推
進
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

同
一
又
は
類
似
す
る
事
業
は
統
合

又
は
再
編
す
る
も
の
と
す
る
。

（
20
）勤
労
者
・
消
費
者
関
連
事
業
の
取

扱
い

勤
労
者
・
消
費
者
関
連
事
業
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
勤
労
者
の
支
援

及
び
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
施
策

等
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
21
）都
市
計
画
事
業
の
取
扱
い

都
市
計
画
事
業
に
つ
い
て
は
、
既

に
決
定
さ
れ
て
い
る
事
業
に
つ
い
て

引
き
続
き
推
進
す
る
。

各
種
計
画
は
、
合
併
後
速
や
か
に

策
定
す
る
。

（
22
）道
路
事
業
の
取
扱
い

道
路
事
業
に
つ
い
て
は
、
道
路
交

通
の
円
滑
化
と
生
活
環
境
の
向
上
を

図
る
た
め
、
道
路
の
整
備
及
び
適
切

な
維
持
管
理
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

（
23
）河
川
事
業
の
取
扱
い

河
川
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
も
引
き
続
き
整
備
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
適
切
な
管
理
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

（
24
）住
宅
事
業
の
取
扱
い

住
宅
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
も
住
宅
政
策
の
推
進
、
住
宅

供
給
の
促
進
及
び
公
営
住
宅
等
の
適

正
な
維
持
管
理
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

（
25
）下
水
道
事
業
の
取
扱
い

下
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併

後
速
や
か
に
整
備
計
画
を
策
定
し
、

事
業
の
進
捗
を
図
る
と
と
も
に
、
下

水
道
施
設
の
適
切
な
管
理
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
26
）学
校
教
育
事
業
の
取
扱
い

学
校
教
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
教
職
員
の
資
質
の
向
上
や
施

設
の
整
備
に
努
め
、
教
育
環
境
の
充

実
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
27
）社
会
教
育
事
業
の
取
扱
い

社
会
教
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
学
習
機
会
、
情
報
の
提
供
等

に
努
め
つ
つ
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低

下
を
生
じ
な
い
よ
う
再
編
す
る
。

（
28
）そ
の
他
事
務
事
業
の
取
扱
い

そ
の
他
事
務
事
業
に
つ
い
て
は
、

6
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以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

ア

独
自
の
事
務
事
業
に
つ
い
て
は
、

従
来
か
ら
の
経
緯
・
実
情
を
考
慮

し
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

同
一
又
は
類
似
す
る
事
務
事
業

に
つ
い
て
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス

の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
留
意

し
な
が
ら
、
合
理
化
・
効
率
化
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

22
諮
問
機
関
の
取
扱
い

諮
問
機
関
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
再
編
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
各
市
で
独
自
に
置
か
れ
て
い

る
諮
問
機
関
に
つ
い
て
は
、
実
態
等
を

考
慮
し
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

23
埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
　

取
扱
い

（
１
）一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
。

埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
一
般
職

の
職
員
は
、
す
べ
て
新
市
の
職
員
と

し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
引
き

継
い
だ
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
25

年
法
律
第
２
６
１
号
）、
地
方
公
営

企
業
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
２
９
２

号
）
及
び
新
市
の
規
程
等
に
よ
り
取

り
扱
う
べ
く
、
合
併
時
ま
で
に
調
整

す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）事
務
事
業
の
取
扱
い

埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
行
っ
て

い
た
事
業
を
新
市
が
行
う
際
に
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法

（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）、
地
方
公

営
企
業
法
及
び
新
市
の
規
程
等
に
よ

り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
個
別
の
事
業
に
お
け
る
調

整
の
方
針
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
、

埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
特
有
の
事
業

は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
３
市
と
同

一
又
は
類
似
す
る
事
業
は
３
市
の
調

整
方
針
を
基
に
合
併
時
ま
で
に
調
整

す
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い

埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
特
別
職

の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
３

市
の
長
が
別
に
協
議
し
て
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
４
）財
産
の
取
扱
い

埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
所
有
す

る
財
産
は
、
す
べ
て
新
市
に
引
き
継

ぐ
も
の
と
す
る
。

24
新
市
建
設
計
画

新
市
建
設
計
画
は
、
別
添
「
新
市
建
設

計
画
」
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。（
※
）

25
政
令
指
定
都
市
へ
の
移
行
に

関
す
る
基
本
的
な
事
項

新
市
成
立
後
、
新
市
は
上
尾
市
・
伊

奈
町
の
意
向
を
確
認
の
上
、
速
や
か
に

合
併
協
議
を
行
う
も
の
と
し
、
２
年
以
内

を
目
標
に
政
令
指
定
都
市
を
実
現
す
る
。

（
※
）
新
市
建
設
計
画
に
つ
い
て
は
、
掲
載
を
省
略
し
ま
し
た
。

調　　　印　　　書

浦和市、大宮市及び与野市は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）
第２５２条の２第１項及び市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０
年法律第６号）第３条第１項の規定に基づく浦和市・大宮市・与野
市合併協議会において、上記のとおり合併に関する協議が整ったの
で、ここに署名調印する。

埼 玉 県 知 事

浦和市・大宮市・与野市
合 併 協 議 会 会 長

浦 和 市 議 会 議 長

浦 和 市 議 会 議 員

浦 和 市 議 会 議 員

浦 和 市 議 会 議 員

大 宮 市 議 会 議 長

大 宮 市 議 会 議 員
大 宮 市 議 会 議 員

大 宮 市 議 会 議 員

与 野 市 議 会 議 長

与 野 市 議 会 議 員

与 野 市 議 会 議 員

与 野 市 議 会 議 員

埼 玉 県 副 知 事

埼玉県総合政策部長

土屋　義彦

石原　信雄

清宮　義正

福島　正道

帆足　興之

田口　邦雄

河野　　正

鶴崎　敏康

芝間　　衛

石塚　　眞

黒田　一郎

稲垣　欣和

中村　圭介

嘉藤　信雄

武田　茂夫

青木　信之
署名・押印をする３市市議会議員（上から浦和市・大宮市・
与野市）

立　　　会　　　人

7

平成１２年９月５日

浦和市長
大宮市長
与野市長

相川　宗一
新藤　享弘
井原　　勇
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大
宮
市
の
委
員
が
交
代

大
宮
市
議
会
の
議
長
の
交
代
な
ど
に

伴
い
、
合
併
協
議
会
の
委
員
と
役
員
の

一
部
変
更
が
あ
り
、
大
宮
市
議
会
議
長

に
就
任
し
た
河
野
正
氏
、
及
び
石
塚
眞

氏
が
新
た
に
委
員
と
な
り
ま
し
た
。
な

お
、
河
野
正
氏
は
、
協
議
会
監
事
に
選

出
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
協
議
会
委
員
の
交
代
に
伴
い
、

各
小
委
員
会
の
委
員
も
交
代
と
な
り
ま

し
た
。

第
４
小
委
員
会
か
ら
の
報
告

「
将
来
の
行
政
区
の
区
割
り
の
あ
り

方
」
に
つ
い
て
は
、
各
市
の
考
え
方
の

基
本
的
な
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
な
が
ら
大

体
の
方
向
を
決
め
て
い
く
こ
と
と
し
ま

し
た
。
ま
た
、「
大
宮
市
及
び
与
野
市
の

現
庁
舎
の
活
用
方
法
」
に
つ
い
て
は
、

将
来
の
政
令
市
移
行
後
の
区
割
り
や
区

役
所
機
能
な
ど
を
想
定
し
な
が
ら
、
当

面
の
総
合
支
所
と
し
て
ど
の
よ
う
に
活

用
し
て
い
く
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
第

４
小
委
員
会
の
中
で
協
議
し
て
い
く
こ

と
と
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、「
政
令
市
へ

の
移
行
時
期
」
を
具
体
的
に
想
定
し
て

い
く
際
の
諸
課
題
等
に
つ
い
て
調
査
・

検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

合
併
協
定
項
目
の
11
議
案
を
議
決

合
併
協
議
会
で
協
議
す
る
25
の
合
併

協
定
項
目
の
う
ち
、「
財
産
の
取
扱
い
」

な
ど
残
る
11
項
目
に
つ
い
て
協
議
が
行

な
わ
れ
原
案
ど
お
り
議
決
し
ま
し
た
。

※
詳
細
は
、
9
ペ
ー
ジ
か
ら
12
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

井 原 　 勇

相 川 宗 一

新 藤 享 弘

青 木 信 之

清 宮 義 正

福 島 正 道

帆 足 興 之

田 口 邦 雄

河 野 　 正

鶴 崎 敏 康

芝 間 　 衛

石 塚 　 眞

黒 田 一 郎

稲 垣 欣 和

中 村 圭 介

嘉 藤 信 雄

与 野 市

浦 和 市

大 宮 市

埼 玉 県

浦 和 市

大 宮 市

与 野 市

第4小委員会

稲 垣 欣 和

福 島 正 道

河 野 　 正

相 川 宗 一

田 口 邦 雄

新 藤 享 弘

石 塚 　 眞

井 原 　 勇

中 村 圭 介

嘉 藤 信 雄

委 員 長

副委員長

副委員長

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

与 野 市

浦 和 市

大 宮 市

浦 和 市

大 宮 市

与 野 市

第3小委員会

帆 足 興 之

芝 間 　 衛

黒 田 一 郎

相 川 宗 一

清 宮 義 正

田 口 邦 雄

新 藤 享 弘

石 塚 　 眞

井 原 　 勇

嘉 藤 信 雄

浦 和 市

大 宮 市

与 野 市

浦 和 市

大 宮 市

与 野 市

第2小委員会

鶴 崎 敏 康

中 村 圭 介

清 宮 義 正

相 川 宗 一

福 島 正 道

新 藤 享 弘

河 野 　 正

芝 間 　 衛

井 原 　 勇

黒 田 一 郎

大 宮 市

与 野 市

浦 和 市

浦 和 市

大 宮 市

与 野 市

第1小委員会

相 川 宗 一

石 関 　 満

佐 藤 敏 郎

須 藤 武

清 宮 義 正

福 島 正 道

帆 足 興 之

田 口 邦 雄

新 藤 享 弘

内 田 秀 規

豊 澤 信 章

中 村 正 彦

河 野 　 正

鶴 崎 敏 康

芝 間 　 衛

石 塚 　 眞

井 原 　 勇

梅 原 義 一

田 中 義 政

寺 尾 一 男

黒 田 一 郎

稲 垣 欣 和

中 村 圭 介

嘉 藤 信 雄

石 原 信 雄

武 田 茂 夫

青 木 信 之

副会長

委 員

委 員

委 員

監 事

委 員

委 員

委 員

副会長

委 員

委 員

委 員

監 事

委 員

委 員

委 員

副会長

委 員

委 員

委 員

監 事

委 員

委 員

委 員

会 長

副会長

委 員

浦和市・大宮市・与野市合併協議会、小委員会委員名簿　（平成12年6月29日現在）
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埼玉県南水道企業団の取扱い
埼玉県南水道企業団の取扱いにつきましては、任意の合

併推進協議会では同企業団における一般職の職員の身分、
事務事業、特別職の身分、財産の４項目に区分し、各々に
議決をいただきましたが、本合併協議会におきましては、
これらを一括し協議をいただきました。
上水道事業につきましては、新市が直接行う事業となり
ますことから、地方自治法に加え地方公営企業法の適用も
あり、現在検討されております新市の条例等の規定及び企
業管理規程により執り行うことで、基本的にはまとめてお
ります。

1 一般職の職員の身分の取扱い
埼玉県南水道企業団の一般職の職員は、すべて新市の職
員として引き継ぐものとする。引き継いだ職員の身分の取
扱いについては、地方公務員法（昭和25年法律第261号）、
地方公営企業法（昭和27年法律第292号）及び新市の規程

等により取り扱うべく、合併時までに調整するものとする。
2 事務事業の取扱い
埼玉県南水道企業団の行っていた事業を新市が行う際に
必要な事項については、地方自治法（昭和22年法律第67
号）、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）及び新市
の規程等により取り扱うものとする。
なお、個別の事業における調整の方針については、原則
的に、同企業団特有の事業は現行のとおりとし、3市と同
一又は類似する事業は3市の調整方針を基に合併時までに
調整するものとする。
3 特別職の身分の取扱い
埼玉県南水道企業団の特別職の身分の取扱いについて
は、3市の長が別に協議して定めるものとする。
4 財産の取扱い
埼玉県南水道企業団の所有する財産は、すべて新市に引
き継ぐものとする。

一部事務組合等の取扱いについて
一部事務組合等の取扱いにつきましては、地方自治法に

規定されております一部事務組合や、市の業務と関連があ
り3市がそれぞれ出資している公社･事業団･第三セクター
や、その他行政で構成される組織で行政運営上の一形態と
して捉えられる協議会の4つに区分しています。
このうち、1の「一部事務組合等の取扱い」についてで

すが、地方自治法第284条第3項に基づき、平成11年7
月に設置されました「彩の国さいたま人づくり広域連合」
にはこれまでどおりに加入していくこと、また、現在与野
市が加入している埼玉県市町村消防災害補償組合は、新市
に移行した段階で脱会することを加えさせていただきまし
た。なお、新市におきましては、浦和市、大宮市が加入し
ております「消防団員等公務災害補償等共済基金」に引き
続き加入していくこととしています。
また、2の「公社･事業団等の取扱い」は、先の第5回合

併推進協議会（平成10年8月）において議決いただいて
おりますが、その際には調整中とさせていただいておりま
した「土地開発公社」、「都市整備公社」、「土地区画整理協
会」、「学校給食協会」につきまして、その後3市間で調整
が整い、方針が出されましたので、議案に加えさせていた
だくともに、一文で表記してあったものを、わかりやすく
するために箇条書きとしました。
その他の事項につきましては、任意の合併推進協議会で

議決をいただきました内容で取りまとめています。

1 一部事務組合等の取扱い
埼玉県浦和競馬組合、埼玉県都市競艇組合及び彩の国さ
いたま人づくり広域連合は、新市において現行どおり加入
する。
埼玉県南水道企業団は合併の前日をもって解散し、事業　
については新市において行うものとする。
埼玉県市町村消防災害補償組合は、新市において加入し

ない。

2 公社･事業団等の取扱い
3市に設置されている公社･事業団等については、次のと
おりとする。
（1） 3市の土地開発公社、（社福）社会福祉協議会、（社

団）シルバー人材センターは、それぞれ合併時に再
編する。

（2） 浦和市と大宮市の（社福）社会福祉事業団、（財）
土地区画整理協会は、それぞれ合併時に再編する。

（3） （財）浦和市公園緑地協会、（財）大宮市都市整備公
社は、それぞれ合併時に再編する。

（4） （財）浦和市文化振興事業団と（財）大宮市公立施
設管理公社、（財）与野市ふるさと振興機構は、合併
後速やかに再編する。

（5） 浦和市、大宮市の（財）学校給食協会と与野市学校
給食会は、合併後速やかに再編する。

（6） 3市の観光協会については、合併後速やかに再編す
るよう調整する。

（7） その他の公社・事業団等については、合併後も現行
のとおりとする。

3 第三セクターの取扱い
第三セクターについては、現行のとおりとする。

4 その他協議会等の取扱い
その他協議会等については、合併後、新市において再び
加入する（現行のとおりとする）。
ただし、同種の協議会等で国又は県の管轄地域の違いに
関するものについては、管轄の見直し後速やかに調整する。

9

広報レイアウト　pdf用修正入り  00.11.2 17:44  ページ 9



条例･規則の取扱いについて
条例･規則の整備につきましては、事務一元化に伴

う各種の事務事業の調整結果を踏まえ、根拠法令、準
則等に基づき行うこととなります。13年5月1日の合
併日に即時施行を必要とする事務事業については、合
併時までに策定することとし、合併後に調整を行うこ
ととなった漸次施行の事務事業に必要な条例･規則等
については、合併後速やかに策定することとしており
ます。

条例・規則については、各協議項目の調整方針に基
づき統一を図り、新市における事務事業に支障をきた
さぬよう、整備するものとする。

組織･機構の取扱いについて
組織･機構の取扱いにつきまして、新市における組
織･機構の具体的な編成作業を行うための基本方針を、
予め定めておくためのものです。

新市の行政組織・機構は、以下の事項を基本として、
合併６か月前までに調整する。なお、職員定数について
は現行のとおりとする。
1 市民が利用しやすく、わかりやすい組織･機構
2 簡素で効率的な組織･機構
3 新市建設計画を円滑に遂行できる組織･機構
4 指揮命令系統が明確な組織・機構
5 地方分権へ柔軟に対応できる組織･機構
6 新たな行政課題を見据えた組織･機構

るものとする。
19  商工･観光事業の取扱い
商工･観光事業については、引き続き事業の推進に努める
ものとする。
同一又は類似する事業は統合又は再編するものとする。

20  勤労者・消費者関連事業の取扱い
勤労者・消費者関連事業については、引き続き勤労者の
支援及び消費者保護の観点から施策等の推進に努めるもの
とする。
21  都市計画事業の取扱い
都市計画事業については、既に決定されている事業につ
いて引き続き推進する。
各種計画は、合併後速やかに策定する。

22  道路事業の取扱い
道路事業については、道路交通の円滑化と生活環境の向
上を図るため、道路の整備及び適切な維持管理に努めるも
のとする。
23  河川事業の取扱い
河川事業については、新市においても引き続き整備を推
進するとともに、適切な管理に努めるものとする。
24  住宅事業の取扱い

住宅事業については、新市においても住宅政策の推進、
住宅供給の促進及び公営住宅等の適正な維持管理に努める
ものとする。
25  下水道事業の取扱い
下水道事業については、合併後速やかに整備計画を策定
し、事業の進捗を図るとともに、下水道施設の適切な管理
に努めるものとする。
26  学校教育事業の取扱い
学校教育事業については、引き続き教職員の資質の向上
や施設の整備に努め、教育環境の充実を図るものとする。
27  社会教育事業の取扱い
社会教育事業については、引き続き学習機会、情報の提
供等に努めつつ、市民サービスの低下を生じないよう再編
する。
28  その他事務事業の取扱い
その他事務事業については、以下のとおりとする。

（1） 独自の事務事業については、従来からの経緯･実情を
考慮し調整するものとする。

（2） 同一又は類似する事務事業については、市民サービ
スの低下を招かないよう留意しながら、合理化・効率
化に努めるものとする。

補助金・交付金等の取扱いについて
補助金･交付金等とは、地方公共団体が公益の必要

性から、財政的な支援を行うために支出されているも
ので、その取扱いについては団体運営補助等と事業補
助等に区分して協議されました。
特に、補助金につきましては、同一または同種のも

の、独自のもの、整理統合できるものの３通りに取り
まとめています。

補助金・交付金等については、従来からの経緯、実情
等に配慮し、調整するものとするが、具体的には、新市
において検討する。
なお、補助金については以下のとおりとする。

（1） 3市で同一あるいは同種の補助金については、で
きるだけ早い機会に関係団体等の理解と協力を得
て、統一の方向で調整する。

（2） 各市独自の補助金については、 従来の実績を尊
重し、市域全体の均衡を保つように調整する。

（3） 整理統合できる補助金については、統合するよう
調整する。
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各種事務事業の取扱い
各種事務事業につきましては、各市の総合振興計画や事

業計画等に基づく計画的、継続的に行っている事業から窓
口業務といった事務にいたる、広範多岐にわたる事業を対
象にしています。本合併協議会でも、先例市を参考に、市
民生活に直結し、市民サービスに影響を及ぼすものや財政
的に影響のあるもの等28の項目に分類し、それぞれの項目
毎に取りまとめています。
なお、16番目の「介護保険事業の取扱い」については、

任意の合併推進協議会において議決いただきました内容が、
介護保険制度導入前に作成したものであることから「制度
導入に向け」という文言が入っておりましたので、今回は
この文言を削除しております。

1 情報公開事業の取扱い
情報公開事業については、合併までに課題等を整理し新
市において制度化するものとする。
市長の資産等の公開については新市において引き続き行
う。
2 女性政策事業の取扱い
女性政策事業については、男女共同参画社会を目指す行
動計画を再編し、事業推進に努めるものとする。
女性センターにかかる事業については、埼玉県女性セン
ター（仮称）計画との調整を図り進めるものとする。
3 広報広聴事業の取扱い
広報広聴事業については、以下のとおりとする。

（1）広報紙等の広報事業については、合併時に統合し、引
き続き情報の提供に努めるものとする。

（2）市民提案制度等の広聴事業については、合併後速やかに
充実を図るものとする。

4 防災事業の取扱い
防災事業については、災害時の対応に支障をきたさぬよ
う合併までに基本的な方針を確立する。また、合併後速や
かに事業の根幹となる地域防災計画を策定する。
5 市民窓口業務の取扱い
市民窓口業務については、市民サービスの向上を観点に
統合又は再編するものとする。
既設の支所･出張所の配置等については現行のとおりとす
る。
6 文化振興事業の取扱い
文化振興事業については、同一又は類似する事業は統合･
再編するものとする。
地域の特色ある文化事業については現行のとおりとする。

7 コミュニティ施策の取扱い
コミュニティ施策については、市民活動の高揚に資する
ため新市において引き続き推進するものとする。
8 ごみ処理事業の取扱い
ごみ処理事業については、ごみの減量化･資源化を推進す

るとともに、市民サービスの低下を生じないよう再編する
ものとする。
9 環境対策事業の取扱い
環境対策事業については、市民サービスの低下を生じな
いよう再編するものとする。
公害監視業務については、新市において引き続き実施す
るものとする。
10  交通対策事業の取扱い
交通対策事業については、市民生活の安全確保の観点か
ら引き続き推進するものとする。
放置自動車対策等については、合併後速やかに統一を図
る。
11  社会福祉事業の取扱い
社会福祉事業については、地域に格差が生じないよう統
合又は再編し、充実に努めるものとする。
12  障害者福祉事業の取扱い
障害者福祉事業については、国等の制度に基づいて実施
している事業は引き続き推進するものとする。
障害者の社会参加にかかる事業等は統合又は再編し充実
に努めるものとする。
13  高齢者福祉事業の取扱い
高齢者福祉事業については、国等の制度に基づいて実施
している事業は引き続き推進するものとする。
老人保健福祉計画を新たに再編し、保健福祉制度の充実
に努めるものとする。
14  児童福祉事業の取扱い
児童福祉事業については、国等の制度に基づいて実施し
ている事業は引き続き推進するものとする。
子育て支援事業等については、統合又は再編し充実に努
めるものとする。
15  保健・医療事業の取扱い
公立病院等の診療体制については、現行のとおり新市に
引き継ぐものとする。
成人・母子保健事業、予防対策事業及び休日急患診療事
業については、実施内容･方法等について医師会等との調整
が必要なことから合併後速やかに再編する。
16  介護保険事業の取扱い
介護保険事業については、合併までに一体性の確保に努
め、市民福祉の向上を図るものとする。
17  保健所開設事業の取扱い
保健所開設事業については、新市において速やかに保健
所を開設するとともに、それを視野に入れた保健施設整備
計画を策定するものとする。
18  農業振興事業の取扱い
農業振興事業については、同一又は類似の事業を統合又
は再編するものとする。
基盤整備事業及び農業団体の育成事業については継続す

11
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消防業務の取扱いついて
消防業務につきましては、一般的に常備消防と非常備消

防に区分することができることから、任意の合併推進協議
会では消防団の取扱いと常備消防の取扱いに分けて、それ
ぞれ議決をいただきましたが、本合併協議会では併せて一
議案として議決をいただきました。
消防業務は、市民の生命及び財産を安全に守るという重

要な使命を持っており、合併にあたっては、これらの安全
確保に支障をきたすことのないよう、業務の一体性を速や
かに確立することを原則に、取りまとめました。内容につ
きましては、任意の合併推進協議会で議決を得たものと同
様となっています。

1 消防団の取扱い
消防団については、当面、現行のとおりとする。
ただし、団員の任免･報酬･手当及び消防団運営費交付金
については、合併時に再編する。

2 常備消防の取扱い
消防業務については、業務の一体性を速やかに確立する
ため、合併までに出動計画等の統一を図る。
ただし、警防指令業務は、ホットラインで対応すること
とし、合併後速やかに、新システムを構築する。また、救
急高度化推進事業については、合併後速やかに新たな計画
を策定する。なお、消防計画については、合併後速やかに
策定する。

使用料･手数料の取扱いについて
使用料につきましては、地方公共団体は、その所有する

財産、または公の施設を使用させる場合には、地方自治法
第225条等の規定に基づき、条例でその料金の額及び徴収
の方法等を定め、その使用者から使用料を徴収することと
なっています。
また、手数料につきましては、地方公共団体が当該団体

の事務、またはその機関の委任事務で特定の者のためにす
るものについては、地方自治法第227条の規定に基づき、
手数料を徴収することができることとなっています。
使用料、手数料のいずれも、市民生活に直接影響するもの
でありますので、その取扱いについては各専門部会において
も十分に協議を行い、検討した上で取りまとめています。

（1）使用料については、原則として現行のとおりとする。
ただし、同一又は類似する施設の使用料については可能
な限り統一する。また、必要に応じて緩和措置を講ずる
ものとする。

（2）手数料については、3市におけるこれまでの料金改定
の経緯や受益者負担の原則を基本に、サービスに対する
適正な負担額を決定し、合併時に統一するものとする。

諮問機関の取扱い
諮問機関は、法律や条例により設置され、行政

機関の求めに応じて調査、審議等を行い、諮問や
答申を行う機関です。しかし、設置目的が同じで
あっても、所掌事項や委員構成等に違いがあるも
のや、各市がこれまでの経緯、目的、実績等から
独自に設置しているなどの状況があり、それらに
ついて協議しまとめています。

諮問機関については、原則として再編するものと
する。
なお、各市で独自に置かれている諮問機関につい
ては、実態等を考慮し整備するものとする。

国民健康保険事業の取扱いについて
国民健康保険事業につきましては、地域保健と

しての性格を有し、3市がそれぞれ被保険者の状況
に応じ必要な給付を行っていることを踏まえ、専
門部会においても十分な協議を行いました。

国民健康保険事業については、被保険者に対する
サービスの均一化や負担の公平に留意し、速やかに
統一するものとする。

財産の取扱いについて
3市が合併の前日に所有する財産につきまして

は、負債を含め、全て新市に引き継がれることが
基本となりますが、出資による権利等につきまし
ては、「一部事務組合等の取扱い」等の他の協議事
項における調整方針と関連するものがあることな
どを勘案し、取り扱うこととしております。

３市の所有する財産は、すべて新市に引き継ぐも
のとする。

12
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第
４
回
浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市

合
併
協
議
会
を
開
催
し
、
新
市
建
設
計

画
（
案
）
に
つ
い
て
原
案
ど
お
り
議
決

し
ま
し
た
。

新
市
建
設
計
画（
案
）を
議
決

新
市
建
設
計
画
（
案
）
は
、
第
２
回

合
併
協
議
会
で
の
報
告
の
後
、
そ
の
概

要
版
の
全
戸
配
布
、
あ
る
い
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
へ
の
全
文
掲
載
等
に
よ
り
多
く

の
市
民
か
ら
ご
意
見
・
ご
要
望
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
ご
意
見
、
さ

ら
に
は
、
埼
玉
県
と
の
事
前
協
議
で
の

指
摘
事
項
を
踏
ま
え
ま
と
め
ら
れ
た
新

市
建
設
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
事
務
局

か
ら
報
告
が
あ
り
原
案
ど
お
り
議
決
し

ま
し
た
。

な
お
、
議
決
し
た
新
市
建
設
計
画

（
案
）
は
、
埼
玉
県
知
事
に
提
出
し
正

式
協
議
に
入
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
11
年
度
、
12
年
度
（
４
月

の
み
）
任
意
協
議
会
事
業
報

告
・
決
算
の
認
定

平
成
11
年
度
及
び
平
成
12
年
度
４
月

ま
で
に
任
意
合
併
協
議
会
で
実
施
さ
れ

た
事
業
や
、
決
算
認
定
に
つ
い
て
報
告

さ
れ
ま
し
た
。

第
５
回
浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市

合
併
協
議
会
を
開
催
し
、
県
知
事
か
ら

の
正
式
協
議
の
回
答
を
受
け
新
市
建
設

計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

第
４
小
委
員
会
か
ら
の
報
告

「
将
来
の
行
政
区
の
区
割
り
の
あ
り

方
」
に
つ
い
て
は
、
３
市
の
考
え
方
を

早
急
に
意
見
集
約
し
、
そ
の
考
え
方
を

前
提
に
具
体
的
な
調
査
・
検
討
に
入
れ

る
よ
う
、
さ
い
た
ま
新
都
心
地
域
の
区

割
り
を
含
め
、
年
内
を
目
標
に
小
委
員

会
と
し
て
方
向
付
け
を
し
て
い
く
こ
と

と
し
ま
し
た
。「
大
宮
市
及
び
与
野
市

の
現
庁
舎
の
活
用
方
法
」
に
つ
い
て
は
、

３
市
執
行
部
で
の
検
討
が
ま
と
ま
っ
た

段
階
で
、
次
回
小
委
員
会
に
報
告
し
て

も
ら
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

新
市
建
設
計
画
を
策
定

第
４
回
合
併
協
議
会
で
の
議
決
の

後
、
埼
玉
県
知
事
と
の
正
式
協
議
を
行

っ
て
き
た
新
市
建
設
計
画
に
つ
い
て

は
、
平
成
12
年
８
月
４
日
付
け
で
埼
玉

県
よ
り
異
議
の
な
い
旨
の
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
う
し
た
法
的
手
続
き
が
終

了
し
た
た
め
協
議
会
と
し
て
正
式
に
新

市
建
設
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

新
市
建
設
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併

協
議
会
だ
よ
り
第
１
号
（
７
月
１
日
発

行
）
に
素
案
の
概
要
を
は
さ
み
込
み
全

戸
に
配
布
し
ま
し
た
。
ま
た
、
合
併
協

議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
全
文
を
掲

載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ

い
。な

お
、
今
号
で
は
新
市
建
設
計
画
の

う
ち
「
第
５
章
　
新
市
の
施
策
」
に
つ

い
て
14
ペ
ー
ジ
以
降
に
詳
し
く
掲
載
し

ま
し
た
。

合
併
協
定
書（
案
）を
報
告

合
併
協
議
会
で
協
議
・
決
定
し
た
合
併

協
定
項
目
（
25
項
目
）
を
合
併
協
定
書

（
案
）
と
し
て
ま
と
め
協
議
会
に
報
告

さ
れ
ま
し
た
。

第
６
回
浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市
合

併
協
議
会
を
開
催
し
、
合
併
協
定
書
を

原
案
ど
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

合
併
協
定
書
を
議
決

合
併
協
定
項
目
（
25
項
目
）
を
ま
と

め
た
合
併
協
定
書
を
原
案
ど
お
り
決
定

し
ま
し
た
。

※
合
併
協
定
書
の
詳
細
は
、
４
ペ
ー
ジ

か
ら
７
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。
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新市建設計画《新市の施策》
新市の将来像である「21世紀をリードするみどりの広域交流・生活文化都市」を実現するため「広

域交流都市の形成」、「持続的活力都市の形成」、「生活文化都市の形成」、「環境共生都市の形成」を基

本目標とし、12の基本方針（第１節から第12節）に基づく主要事業を中心に各種の事業を推進してい

きます。

なお、各施策における事業及び事業費は、平成13年度から平成17年度までの５か年にかかるものです。

事業名 事業費 事業内容

①

②

第1節　広域交流基盤の整備

土地区画整理事業の推進

市街地再開発事業の推進

さいたま新都心の整備促進

シティ･エア･ターミナルの整備
促進

国際交流センターの整備

国際交流協会の設立・支援

57,062

51,001

286

－
（調査研究のため）

3

284

108,636

・東部第一土地区画整理事業 ・東部第二土地区画整理事業
・大門下野田土地区画整理事業 ・東浦和第二土地区画整理事業
・西浦和第一土地区画整理事業 ・大間木水深土地区画整理事業
・大門第二土地区画整理事業 ・大門上・下野田土地区画整理事業
・内谷・会ノ谷土地区画整理事業 ・大谷口・太田窪土地区画整理事業
・上木崎一丁目土地区画整理事業 ・北部拠点宮原土地区画整理事業
・大宮西部特定土地区画整理事業 ・大宮駅西口第四土地区画整理事業
・土呂農住特定土地区画整理事業 ・丸ケ崎土地区画整理事業
・風渡野南特定土地区画整理事業 ・蓮沼下特定土地区画整理事業
・大和田特定土地区画整理事業 ・台・一ノ久保特定土地区画整理事業
・島町東部土地区画整理事業 ・南中丸山崎土地区画整理事業
・大宮深作土地区画整理事業 ・深作西部土地区画整理事業
・南与野駅西口土地区画整理事業 ・与野駅西口土地区画整理事業

・浦和駅東口駅前地区第二種市街地再開発事業
・浦和駅西口南地区市街地再開発事業
・武蔵浦和駅周辺市街地再開発事業
・中浦和駅前地区第一種市街地再開発事業
・大宮駅東口第一種市街地再開発事業
・鐘塚地区第一種市街地再開発事業
・与野駅西口寿町地区第一種市街地再開発事業
・与野駅西口旭町地区第一種市街地再開発事業
・後原中央東地区第一種市街地再開発事業
・北与野駅南口西地区第一種市街地再開発事業

高次都市機能を集積した魅力ある新しい都市の形成を図るため、さいたま新
都心地区（47.4ha)の基盤整備を促進します。

国際交流の基盤づくりとして航空旅客のアクセスを確保するため、シティ・
エア・ターミナルの整備を促進します。

地域密着型の国際交流センターを、計画的に市内に整備するとともに、将来、
新市の国際交流の拠点施設となる国際交流支援センターの整備を進めます。

近年の国際化に対応するとともに、3市合併を機に新市において国際交流事業
を効果的かつ積極的に推進するため、現在ある国際交流協会と国際交流実行
委員会を母体に新市の国際交流協会を設立し、さらに法人化へ向けた支援を
行います。

14
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事業名 事業費 事業内容

国際スポーツイベントの開催支
援
（2002W杯等）

コンベンション事業の推進

商工見本市の開催

地域情報化事業の推進

新市市民まつりの実施

第59回国民体育大会の開催

シティマラソンの開催

新市名称カップ（サッカー大会）
の開催

姉妹・友好都市交流の推進

生活文化交流施設の整備

278

25

151

1,716

28

984

52

45

129

18,819

2001年バスケットボール・ヤングメン世界選手権埼玉大会

2002年ワールドカップサッカー大会

2006年バスケットボール男子世界選手権大会の開催支援

新市には、「さいたまスーパーアリーナ」や「ソニックシティ」などのコン

ベンション施設があり、埼玉県の中心として周辺市を含めたコンベンショ

ンのPR・誘致・支援などの事業活動を推進します。

新市の商業及び工業をPRし、新規市場の開拓を図る機会を提供するための

商工見本市《展示会》を開催し、新市商工業の振興を図ります。

行政情報などの電子化を進め、インターネットやイントラネットのネット

ワーク機能を活用し、市民及び庁内・出先機関等とのネットワークを通じ、

情報の共有化や一元化を図るとともに各種システムを構築し、住民への情

報提供や利便性の向上を図るなど、市民に向けて、豊かで効率のよい高度

な行政サービスを展開します。

現存する各市のまつり・イベントは、それぞれ歴史的背景や地域的特性を

活かし、実施されていますが、さらに、新市民の交流を進めるため、新市

市民まつりを実施します。

平成16年開催の埼玉国体を成功させるために、行政と市内の各層が一体と

なって開催準備を推進します。

・浦和：サッカー　ウェイトリフティング　軟式野球　スポーツ芸術

・大宮：サッカー　自転車競技　軟式野球　ライフル射撃　高校野球

・与野：少年少女テニス　スポーツ芸術

市民の体力向上と、健康増進及び生涯スポーツ推進を図るとともに、マラ

ソンを通じて国際交流を図ります。

新市をホームグラウンドとするJチームである“浦和レッズ”と“大宮アル

ディージャ”（連合チームでもよい）と世界各国の強豪クラブチームとの親

善試合を合併後毎年定期的に行い、新市における「サッカーのまちづくり

推進事業」の一層の推進を図ります。

新市においても国内外の姉妹・友好都市交流事業を進めていきます。

【浦和市】※福島県南郷村、メキシコ合衆国トルーカ市、※中華人民共和国

鄭州市、ニュージーランドハミルトン市、アメリカ合衆国バージニ

ア州リッチモンド市

【大宮市】※福島県舘岩村、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ市

【与野市】※新潟県六日町 ※は友好都市を示す。

（1）（仮称）西部中核施設 ①道場地内②プラザイーストに次ぐ中核施設

（2）浦和駅東口駅前地区第二種市街地再開発事業で整備計画あり　①浦和駅

東口②女性センター、図書館、生涯学習支援センターなど

（3）（仮称）北部複合公共施設 ①宮原町地内（北部拠点宮原土地区画整理事

業地）②美術館を中心とした市民の学習・文化・芸術・レクリエーショ

ン等の活動の場である多機能中核施設

（4）（仮称）鐘塚複合公共施設 ①桜木町地内②女性センター、公民館、図書

館などの機能を導入した施設

（5）（仮称）複合公共施設（鉄道病院跡地）①桜木町地内②芸術文化機能、

中央公民館、中央図書館及びホテル、シティ・エア・ターミナルなどの導

入を検討している施設

①

②

《新市の施策》

15
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事業名 事業費 事業内容

計 22,227

（6）（仮称）さいたま新都心東西連絡路東側複合公共施設 ①吉敷町地内②

さいたま新都心との緑のネットワーク（氷川参道～）を確保するととも

に東西連絡路と一体となった市民との交流施設

（7）馬宮地区複合公共施設（仮称） ①西遊馬地内 ②老人福祉センター、児

童センター、地区図書館などを備えた施設

（8）片柳地区複合公共施設（仮称） ①片柳地内 ②片柳地区の活性化及びコ

ミュニティ形成の拠点となる施設

（9）コミュニティ施設 ①下落合地内（与野駅西口土地区画整理地区・11街区内）

①は整備場所（予定地）、②は導入機能等

16

事業名 事業費 事業内容

第3節　総合交通体系の整備

浦和インターチェンジのフルイ
ンター化の促進

核都市広域幹線道路の整備促進

高速埼玉東西連絡道路の整備促
進

高速埼玉中央道路の整備促進

県施行街路事業の整備促進

国際空港へのアクセス強化

都市計画道路の整備

浦和駅周辺鉄道高架化の整備促
進

埼京線延伸の促進

新駅の設置促進

－

6

5

5

4,948

－
（要望活動のため）

23,257

5,951

－
（要望活動のため）

545

東北自動車道浦和インターチェンジに新たな上り線入口及び下り線出口の
整備を促進します。（事業主体:日本道路公団）

核都市広域幹線道路は、首都圏の業務核都市を環状に結び、県南部を東西
に連絡する幹線道路の構想であり、多核多圏域型の都市圏形成にとって不
可欠であるとともに、首都圏の交通混雑の緩和に有効な路線としての整備
を促進します。

新大宮バイパスからさいたま新都心地区を経て、第2産業道路を結び、新市
の東西幹線となる自動車専用道路として整備を促進します。（事業主体：首
都高速道路公団）与野市円阿弥～大宮市北袋町～浦和市三浦

新大宮バイパス線に集中する交通の転換、交通渋滞の解消、適正な地域構
造の形成及び沿線における生活環境の改善を図るため、浦和市内谷を起点
に、与野市、大宮市を経て上尾バイパス（圏央道）を終点とする総延長
32.2ｋｍの自動車専用道路として整備を促進します。（事業主体：建設省）

県施行街路の整備を促進します。

広域交流拠点としての都市機能等の充実と国際化の進展に合わせ、国際空
港のアクセスのさらなる強化を目的とし、成田空港への直通電車やＯＮラ
イナーなどの運行の促進を図ります。

田島大牧線、町谷本太線、大谷場在家線、赤山東線、中央通り線、南大通
東線、桜木広路線、西口広路線、東大宮岩槻線、東大宮七里線、東大通線、
吉野原今羽線、荒川左岸道路・本町通り線（大谷本郷浦和線）

都市計画道路田島大牧線の整備を行うにあっては、立体交差築造事業によ
り鉄道を高架化し、道路を平面で整備することで浦和駅東西の市街地再開
発事業との一体化を図ります。

ＪＲ高崎線の混雑緩和及び乗換利便の向上を図り、以て輸送力の増強に資
するため、埼京線（通勤別線宮原ルート）の宮原方面への延伸を促進しま
す。（事業主体：ＪＲ東日本）

市域の均衡ある発展に向けて、区画整理事業等の基盤整備と併せた新駅を
設置するなど、新駅の設置による市内交通ネットワーク及び住民の利便性
の向上を図ります。

①

②

第2節　広域交流を推進する仕組みづくり

《新市の施策》
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《新市の施策》

17

第3節　総合交通体系の整備

埼玉高速鉄道線（地下鉄７号線）
延伸の促進

地下鉄６号線延伸の促進

市内循環バスの拡充

北浦和バスターミナル整備事業
の推進

駐車場・自転車駐車場の整備

駐車場案内システムの整備

新しい交通システムの導入検討

東西交通大宮ルートの整備検討

135

1

494

629

7,083

1

18

－
（新しい交通システム
の導入検討に含む）

43,078

JR武蔵野線　　南浦和駅　－　東浦和駅間
JR川越線　　　大宮駅　　－　日進駅間
JR川越線　　　日進駅　　－　指扇駅間
JR高崎線　　　宮原駅　　－　上尾駅間
東武野田線 七里駅　　－　岩槻駅間

地下鉄７号線建設誘致促進期成同盟会に加入するとともに、埼玉高速鉄道
線の建設を行う第三セクターである埼玉高速鉄道株式会社へ出資し、浦和
美園までの整備を進めており、平成13年春の開業を目指しています。
また、運輸政策審議会の答申を踏まえ、浦和美園～岩槻～蓮田ルートの整
備を促進します。

県南地下鉄道誘致促進期成同盟会に加入し、要望活動を進めます。

平成13年度の「乗合バスの受給調整規制廃止」後の動向と3市のバス路線
網の状況を勘案し、現在の循環バスを全面的に見直すとともに、全市的視
野からルートの増加も含めて検討します。

交通渋滞の緩和、商業の活性化を目的とし都市再開発法に基づく再開発の
中で北浦和駅東口のバスターミナルの整備を進めます。

鉄道事業者等との連携を図りながら、整備を進めます。
・浦和駅東口駅前地区第二種市街地再開発事業
・さいたま新都心駅東口

新市の区域に拡大し、システムの導入を進めていくため、駐車場整備計画
を策定し、新たな駐車場案内システムを設置します。

新市の均衡ある発展と風格のある自立都市の形成に向け各地域における拠
点整備の方針や、既存鉄道網および2015年を目標年次とする運輸政策審議
会答申による新線整備計画等をふまえた望ましい鉄・軌道交通網のあり方
を調査し、周辺都市との連携、さらには市域内のネットワーク強化に資す
る新たな交通システムの導入に向けた検討を行います。

平成12年1月27日の運輸政策審議会答申（第18号）に盛り込まれた、大宮
～さいたま新都心～埼玉スタジアム2002を結ぶ、東西交通大宮ルートにつ
いての整備方策について検討を行うものです。なお、検討に当たっては、
「新しい交通システムの導入検討」とあわせて行います。

事業名 事業費 事業内容

第4節　産業の育成

事業名 事業費 事業内容

新たな産業振興ビジョンの策定

産学官連携事業の推進

12

8

新市の特徴を生かした産業の育成のため、新市の現状を分析した上で、新

市の産業の将来を展望し必要とされる施策を産業界とともに策定します。

地域社会の主要な構成員である経済、学術、行政がそれぞれの責任と役割

のもとで英知を結集しながら、相互に連携して地域の活性化や都市の発展

を図っていく必要があるため、産学官連携・協力のもとに調査研究事業を

行います。

①

③

計
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起業家支援事業の推進

盆栽公苑構想の推進

ファミリー・サポート・センタ
ーの充実

シルバー人材センターの充実

勤労者福祉サービスセンターの
充実

労働情報センターの整備

計

新規開業する中小企業者に対しても融資を行い、新規中小企業の立地促進
を図り、新市における中小企業者の振興及び産業の活性化を促します。

世界に誇る「盆栽文化」を支援振興するとともに、盆栽町及び土呂町の一

部を含めた盆栽地区を文化・歴史・観光の拠点として整備します。

育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者からなる会員組織で地

域における育児の相互援助活動を行うものです。また、育児だけでなく、

家族の介護などにも相互援助の活動範囲の充実を図ります。

高齢者の就業機会を確保し、労働能力の活用を図ることにより、高齢者の

活力ある新しい地域社会づくりを目指すシルバー人材センターの育成を図

るための支援を行います。

市内中小企業に勤務する、勤労者及び事業主の福利厚生の向上を図るため、

大宮市のセンターを新市のセンターと位置付け事業拡大を図ります。

県内職安の求人情報、国、県、その他関係団体の雇用情報、労働相談コー

ナー、労働関係図書の閲覧コーナー等を備えた施設整備の検討を進めます。

《新市の施策》

事業名 事業費 事業内容

第5節　商業・工業・農業の振興

中心市街地活性化事業の推進

駅周辺市街地再開発構想の推進

国際標準規格（ISO）の資格取
得支援

情報通信産業の育成

都市農業振興ビジョンの策定

新市ブランド花の創出

園芸・造園フェアの開催

71

4

6

625

12

1

2

中心市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進を図ります。

①中心市街地活性化法に基づく基本計画の策定

②ＴＭＯ機関、中心市街地整備推進機構など推進組織体制の確立

③基本計画に即した重点プロジェクトの展開(補助）等

駅周辺地区の地区再生計画区域内における地元発意による再開発等民間プ

ロジェクトの支援を行います。

中小企業が多様に事業展開をするための要素となるものから、その資格取

得に際しての支援を行います。

情報サービス産業の振興を図るため、交流拠点である大宮ソフトウェアセ
ンターをはじめとして、情報通信産業事業者に対して、経営基盤資金の貸
付などの支援を行います。

新市における農業の現状と課題を総合的かつ長期的観点から考察し、高齢
者の健康推進や生きがいづくりにも配慮しつつ、新市の街づくりの基本的
理念に基づき、よりよいまちづくりの一環として農業振興を図るため、農
業版のマスタープランというべき、「都市農業振興ビジョン」を策定します。

育種技術やハイテク技術を利用し、花卉新品種の開発を積極的に取り入れ、

魅力ある新市ブランド花を創出して、新たな農業経営のありかたに寄与し

ます。

新市における花卉園芸部門を世界にアピールし、花と緑を愛し、育てるこ
とを通じて、人々に喜びと感動をあたえ、人々が互いに参加・協力しあう
心豊かな地域社会づくりを目指します。

①

②

③

第4節　産業の育成

事業費

②

1,176

10

48

－

243

－
（調査研究のため）

1,497

事業名 事業内容
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《新市の施策》

第5節　商業・工業・農業の振興

事業名 事業内容

都市農業の充実
（直売農業推進事業、農業集落
排水の整備、後継者育成事業な
ど）

市民農園の整備

11

7

739

（直売農業推進事業）

新市で策定される「都市農業振興ビジョン」を踏まえ、すでに設置されて

いる直売所の有効利用と設備の充実を図るとともに、新たな直売所の設置

や、新たなる流通システムの拠点施設を整備するとともに、今後の推進体

制を確立します。

（農業集落排水の整備）

農業用排水の水質保全と併せ、農村生活環境の改善に寄与するため、農業

集落におけるし尿生活雑排水等の処理をする施設整備を進めます。

（後継者育成事業）

「都市農業振興ビジョン」を踏まえ、食料の安定供給の確保を図り、農業経

営の安定に資する目的のため、既存の農業後継者自立経営育成事業の充実

と、農業以外からの新規就農者・Ｕﾀｰﾝ就農者などへの支援を行います。

快適で利便性の高い市民農園を提供し、農業への理解の促進、相互交流に

よる地域農業の活性化及び良好な都市環境の形成に資することを目的とし、

市民農園の適正かつ円滑な運営、整備の推進を図ります。

事業費 事業内容

第6節　市民に開かれたまちづくりの推進

情報公開制度の推進

国際標準規格の取得
（ISO9000シリーズ）

広報広聴活動の充実
（提案制度の充実、市民意識調
査の実施）

まちづくりへの住民参加システ
ムの構築

市民活動サポートセンターの整
備

23

12

40

92

－
（行政サービスセ
ンターに含む）

167

情報公開制度の推進を図ります。

市民の満足度、行政の透明性や説明責任を明確にし、的確に遂行するため、

ISOによるマネジメントシステムの構築を目指します。

市民の提案・要望等の市民の声を市政に反映させるため、市民意識調査を

実施するとともに、市民の提案のため、提案用紙を公共施設や各駅に置き、

随時提案等を受け付けます。また、市民と市長との対談を引き続き実施し、

提案制度の充実を図ります。

住民・企業・行政のパートナーシップによるまちづくりを推進するため、

住民自らがまちづくりを考え、主体的に取り組むことができる総合的なシ

ステムを構築します。

市民の自主的な活動を支援することを基本に、情報提供、交流促進と賑わ

い機能を組み合わせた、ボランティア活動等を総合的に支援する拠点施設

として、また、総合行政センターの機能の一つとして位置付け、市民活動

サポートセンターを整備します。

第7節　安全・安心なまちづくりの推進

保健所の開設 保健・医療・福祉の連携強化及び食品衛生・環境衛生等の市民生活の向上を

図るため、保健所を開設します。

計

①

②

事業費

① 4,013

事業名 事業内容

事業費

事業名

計
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事業名 事業費 事業内容

保健センターの整備

看護婦（士）養成施設の整備

保健福祉総合計画の策定

保育所の整備

児童センターの整備

児童健全育成事業の推進

障害者福祉施設の整備

介護保険関連施設等の整備促
進

高齢者福祉施設の整備・促進

消防署・所の整備

消防緊急情報システムの整備

救急高度化事業の推進

河川改修事業の推進

防災基地の充実・強化

973

5,827

23

1,313

932

26

1,818

1,129

2,360

4,864

3,000

438

6,651

4

市民に密着したきめ細かな保健サービスを展開するうえで、活動拠点とな

る保健センターを整備します。

市民が健康で生きがいをもって、安心して生活できる健康長寿のまちづく

りを実現させるうえで、それを支える看護職員の養成確保が急務であるた

め、看護婦（士）養成施設の整備を進めます。

各種保健･福祉に係る事業を総合的・計画的に進めること、並びにより効果

的･効率的な行財政運営を図ることを目的として、保健･福祉行政推進の指

針となる総合計画を策定します。

同総合計画においては、現在、また今後の大きな社会的課題である少子・

高齢社会に対応する保健・福祉行政の将来の目標を掲げるとともに、社会

福祉事業法の改正に基づき市町村にその作成が義務づけられている｢地域福

祉計画｣を包含します。

また､老人保健福祉計画･障害者基本計画・児童育成化計画等の保健･福祉に

係る計画は、同総合計画の部門計画とすることにより、部門計画相互の整

合性を図ります。

保育所の新設や改築などの整備を行います。

児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操を豊かにするために児童セ

ンターを整備します。

児童の健全育成のため、家庭児童相談、放課後児童健全育成事業などを実

施します。

障害者の自立と社会参加を支えるため、施設整備を行います。

介護保険事業を円滑に運営するためには、各種保険給付対象サービスの基

盤整備が必要となります。なかでも、居宅サービスの供給拠点施設や施設

サービスの供給施設の整備が重要であり、当該事業は、これらの施設の整

備を促進します。

高齢者の生活支援や生きがいづくりを推進するため、施設を整備するとと

もに、民間事業者が整備する施設に助成を行います。

消防力を強化充実させるため、署・所の整備を進めます。

都市構造の変化及び高齢化等による災害弱者の増加に伴い、複雑多様化す

る消防ニーズに対応するため、最新鋭の情報通信技術を集めた総合的な情

報システムの構築を行います。

高規格救急自動車及び高度救命用資機材を整備し、より高度な救急サービ

スを市民に提供します。

・合流区域改善事業（笹目川治水対策）

・河川改修整備事業（鴻沼川、白神川、新川、滝沼川、宝来川、浅間川、

加田屋川、宮前川、指扇辻川）

・排水機場の整備（皇山川、油面川）

大規模災害時の住民の安全確保は最優先課題であり、「新市地域防災計画」

の策定後、総合的な調査を実施し、新市の規模に応じた防災基地の計画を

策定します。

②

③

《新市の施策》

第7節　安全・安心なまちづくりの推進
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《新市の施策》

木造住宅密集地の住環境整備
45

商業地域にもかかわらず低・未利用地が多く、道路等の都市基盤整備の遅

れから災害危険性の高い地区において、土地の有効利用、商店街の再生、

道路等の整備を推進し、安全・快適なまちづくりを進めます。

事業名 事業費 事業内容

第7節　安全・安心なまちづくりの推進

スポーツ施設の整備

サッカーのまちづくリ事業

の推進

生きがいづくり事業の推進

市民大学の充実

市民音楽祭の開催

美術館の整備

鉄道博物館の整備促進

ユーモアセンターの整備

文学館の整備

女性センターの整備

②

8,622

50

312

36

132

－

（整備費は北部

複合公共施設に

含む）

2,100

90

520

906

12,768

市民スポーツ活動を支援するため、スポーツ施設、レクリエーション施設

を整備します。

浦和レッズ及び大宮アルディージャのホームタウンとして、サッカーを通

して新市のイメージアップを推進し青少年の健全育成、地域の活性化を図

り、さらに「新市サッカーのまちづくり推進協議会」・「新市ホームタウ

ン推進協議会」を主体とし、サッカーをキーワードとして市民のスポーツ

振興を図り、諸事業を展開します。

高齢者や障害者を対象に各種事業（老人クラブ育成、ゲートボール大会、

作品展、教養講座及び高齢者大学など）を実施します。

市民のより専門的な学習要求に応えるために、市民大学を充実します。

新市において市民の相互理解と協調性を高め、新市を広範にアピールする

事業として市民音楽祭を開催します。

平成12年４月に開館したうらわ美術館の充実に努めるとともに、北部複合

公共施設（仮称）の導入機能の一つとして、新たな美術館の整備を進めます。

鉄道のまちとして発展してきた歴史を有し全国有数の交通の要衝地として、

積極的な交通博物館の誘導を図り、鉄道のまち大宮を象徴するにふさわし

い鉄道博物館の整備を促進します。

地域の特色ある文化資源である漫画と漫画の持つ重要な要素である「ユー

モア」をもとに、新たな都市文化を創造するとともに、心の豊かさを享受

する場と機会を提供することを目的として、美術館機能を有するユーモア

センターの整備を図ります。

女性歌人を中心とした文学資料、情報などを収集・展示する文学館を整備

します。また、新市ゆかりの文学者、文学作品に関する資料などについて

も、収集・展示します。

新市における男女共同参画社会推進の拠点施設としての女性センターを整

備します。女性センターは、1．情報収集・提供機能　２．相談・支援機能

3．学習・研修・人材育成機能　４．交流・ネットワーク機能　５．調査研

究機能を持ち各種の事業を行います。

事業名 事業費 事業内容

第8節　「生きがい」社会の形成

計

計

①

④

③
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第9節　教育・学習環境の充実

学校施設の整備・充実

大規模校の教育環境整備の

推進

地域に開かれた学校運営の

推進

心の教育の推進

教育相談事業の推進

情報教育の充実

環境教育の充実

中高一貫教育の検討

図書館の整備

公民館の整備

人権教育の推進

① 22,446

842

33

86

239

2,114

12

6

6,837

1,474

148

34,237

校舎等の改築、増築等をはじめ、学校施設の整備・充実を図ります。

大規模校の教育環境整備を推進します。

各学校が地域住民の期待に応え、地域に開かれた学校づくりを推進していく

ために、学校が保護者や地域住民の意向を把握するとともに、その協力を得

て学校運営が行われる仕組みを設けます。

いじめ、不登校問題は、子供たちの学ぶ喜びや通学する喜びが損なわれてい

くという点で憂慮すべき問題であり、社会的にもその解消が求められていま

す。また、児童生徒の健全育成をめざし各方面での協力を得ながら推進委員

会を組織し、総合的な計画を策定するなど、心の教育を推進します。

各種の教育相談事業を実施します。

児童生徒が教育用コンピュータ及びインターネットを利用できる環境施設整

備を進めます。

児童生徒が、環境を理解し、よりよい環境の創造活動に主体的に参加し、環

境への責任ある行動が取れるようにするため、環境教育副読本などを作成し、

環境教育の充実を図ります。

中高一貫教育検討委員会を設置し、市立高校を中心に中高一貫教育の可能性

について検討します。

新設・改修等を進めます。

新設・改修等を進めます。

人権標語の募集、人権作文、人権週間啓発活動等を行います。

事業名 事業費 事業内容

魅力ある都市景観形成の推進

都市公園の整備

新幹線沿線環境空間整備事

業の推進

リサイクルセンターの整備

焼却灰資源化施設の整備

290

6,370

2,950

506

7

都市景観形成の基本計画を策定し、事業を進めます。

見沼通船堀公園の整備、グリーンパークの整備、西部スポーツ広場（仮称）

の整備、七里総合公園の整備、中央公園の整備

「環境空間整備計画」を踏まえた新市の土地利用方針を策定し、JR東日本と

の調整を図りながら、整備を進めます。

資源ごみの有効活用を図るため、リサイクルセンターを整備します。

リサイクル対象品目･･･ビン、カン、繊維、ペットボトル、その他プラ、生ご

み、剪定枝、その他

環境に負荷の少ない処理を行うため、焼却灰資源化施設として、西部環境セ

ンターに続く、新たな施設の整備を検討します。

事業名 事業費 事業内容

第10節　快適な生活環境の創造

《新市の施策》

計

②

②

①
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第10節　快適な生活環境の創造

公共下水道の整備

上水道施設の整備

葬祭施設・墓地・納骨堂の

整備

行政サービスセンターの整

備

③

70,008

－

8,509

27,541

116,181

公共下水道の整備・普及を進めます。

公共下水道普及率（平成11年度末現在）

（浦和市）77.0%  （大宮市）70.1%  （与野市）99.5%   

安全で安定した給水の確保を図るため、上水道施設の整備を進めます。

火葬場・斎場の充実及びサービス面等の充実や新たな墓地の整備を進めます。

多様な市民ニーズへの対応と地域の均衡ある行政サービスの実現を図るため、

行政サービスセンターを整備します。

その導入機能としては、市民活動サポートセンター等をはじめ、市民利用施

設の複合施設とします。

事業名 事業費 事業内容

《新市の施策》

地域エネルギービジョンの

策定及び推進

ごみの分別収集、リサイク

ル活動の推進

国際標準規格の取得及び資

格取得支援

（ISO14000シリーズ）

環境共生都市の実現

ダイオキシン類対策の推進

低公害車の導入

ホタルの里の復活

河川の清流復活事業の推進

18

50

34

18

1,339

185

50

120

1,814

地球温暖化防止のため地域における総合的なエネルギー需給の在り方を示す

「地域エネルギービジョン」を策定し、環境にやさしい都市づくりを推進します。

ごみの減量、分別の徹底、リサイクル推進を目的とした補助事業並びに資源

の再商品化事業を推進します。

市の施設において、資格取得を目指すとともに、市内の企業が資格を取得す

る際に支援を行います。

なお、既に西部環境センターは取得済であり、平成12年度は、クリーンセン

ター大崎、クリーンセンター西堀及び環境整備センターが取得予定。さらに、

今後も東部環境センター及び南部浄化センターなどについても取得を目指し

ます。

都市行政の分野においても、都市活動の持続的成長を維持しつつ環境負荷の

軽減、自然との共生及びアメニティ創出を図った質の高い都市環境を有する

都市（環境共生都市）の実現が求められています。

このため、都市環境施策を総合的・体系的に推進するため、既に策定済の大

宮市の「都市環境計画」について、新市に適合した見直しと、新たに「エコ

シティモデル都市」の位置付けを行い、都市環境施策を実施します。

市内の家庭及び事務所から出されるごみの処理に伴う、ダイオキシン類を削

減するための施設整備を進めます。

公用車に天然ガス自動車を中心とする低公害車を率先して導入し、市民、企

業へと広く協力を呼びかけます。

三貫清水の湧水復活のため水辺環境の整備を推進し、生物と人間とが共生で

きる豊かな自然をアピールします。

河川の清流復活を目指し、市民に親しまれる水辺空間の創造に努めます。

事業名 事業費 事業内容

第11節　循環型社会システムの形成

計

計

①

②
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